四万十町規則第　号
　
　　　四万十町広報発行規則の一部を改正する規則
　
四万十町広報発行規則（平成18年四万十町規則第16号）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
四万十町広報発行等に関する規則
第１条中「広報の発行」を「広報発行等」に改める。
第２条の見出し中「（」の次に「広報」を加える。
第６条の次に次の１条を加える。
（行政番組）
第６条の２　町は、四万十町ケーブルネットワークを利用し、町行政に関する情報を番組にして放送する。
第８条に次の１号を加える。
(４)　行政番組に関すること。
　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
